
外国規格の無線機を日本国内
で使用するためには、日本の
技術基準に適合しているかを
証明する必要があります。
証明を受けた無線機には技術
基準適合証明マーク（技適
マーク）が付されています。

最近、一部の店舗、通信販売業者、
インターネット等で、外国規格の無
線機が販売されています。また、外
国規格の無線機を国内に持ち込む
ケースも多くなっています。
その中には、日本の電波法令で定め
る技術基準に合致せず、使用すると
電波法違反になる無線機が多くあり、
他の無線局等に妨害を与える恐れが
ありますので、購入・使用は、十分
注意して下さい。
なお、不法無線局を開設・運用した
場合は電波法違反となり、懲役１年
以下又は100万円以下の罰金に処せ
られることがあります。

国内規格の特定小電力トランシーバー
に比べ、安価、通話距離が長い、チャン
ネル数が多くて便利と宣伝されている。
防災行政無線や放送事業用無線等の重

要無線に妨害を与えるおそれがある。

日本製に比べ、安価、通話距離
が長い、デザインが優れていると
宣伝されている。
2.4GHz帯の無線LAN等に妨害を

与えるおそれがある。

携帯電話や無線LANに妨害を与
えるおそれがある。

ワイヤレスカメラ・
ベビーモニター

関東総合通信局 電波監理部 電波利用環境課 03‐6238‐1939   http://www.soumu.go.jp/soutsu/

不法な「外国規格の
無線機」禁止


